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４．簡素化の内容

目次

鹿児島市建設局建築部

本手引きは、鹿児島県土木部建築課営繕室の工事関係書類簡素化
の手引き（営繕版）を踏まえ、鹿児島市が運用する留意箇所
（鹿児島県と扱いの異なる箇所）を赤枠で表示しています。
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建設業においては，若手入職者の減少，高齢化の進行など
により将来の担い手不足が懸念されています。
また，労働基準法による罰則付きの時間外労働規制が令和

６年４月から建設業にも適用されたことから，事務の軽減を図
ることが喫緊の課題となっています。

これを踏まえ，これまで行ってきた工事書類の統一化に加え，
「工事関係書類簡素化の手引き（営繕版）」として取りまとめ，
簡素化している書類を明確化することで，受発注者がやりとり
を行う書類について，お互い理解しながら，不要な書類を作成
しないように意識付けを行うものです。

1．目的

２．簡素化の原則

（１）発注者は，仕様書等で求めていない書類の

提出・提示は求めない！

受理しない！

（２）受注者は，仕様書等で求めていない書類の

作成・提出はしない！

※ただし、受注者の社内で必要とされる工事書類作成を妨げるものではありません。
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３．簡素化のポイント

Ｐｏｉｎｔ① 工事関係書類一覧表を確認しよう！

Ｐｏｉｎｔ② 工事書類簡素化の原則を確認しよう！

Ｐｏｉｎｔ③ 情報共有システム（ＡＳＰ）を活用しよう！

Ｐｏｉｎｔ④ 電子納品（レベル２以上）で実施しよう！

Ｐｏｉｎｔ① 工事関係書類一覧表を確認

鹿児島市ホームページ 契約後すぐに受発注者間で「工事関係書類一覧表」により
提出が必要な書類を確認しよう

工事関係書類一覧表

市ホームページで「工事関係書類一覧表」と検索
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Ｐｏｉｎｔ② 工事書類簡素化の原則を確認

Ｐｏｉｎｔ③ 情報共有システム（ＡＳＰ）を活用
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注）鹿児島市
全工事が対象

鹿児島市運用注意



Ｐｏｉｎｔ④ 電子納品（レベル２以上）で実施
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鹿児島市運用注意

注）鹿児島市
鹿児島市電子納品ガイドライン【建築・設備編】Ｐ4、Ｐ15
「設計金額 2 千万円以上の建設工事及び業務委託は原則として電子納品レベル 2 以上の納品とする。」

【電子納品レベル毎の成果品】 【最終成果提出時（二重化運用基準）】



鹿児島市建設局建築部
４．簡素化の内容

簡素化内容の一覧＜目次＞
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鹿児島市運用注意



本市も同様の運用

本市も同様の運用
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本市ＨＰ案内



本市も同様の運用

本市も同様の運用
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本市も同様の運用
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本市も同様の運用

本市も同様の運用
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本市も同様の運用

本市も同様の運用
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本市も同様の運用
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注）鹿児島市 監督員から指示がない場合は提出不要です。
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本市も同様の運用

本市も同様の運用



本市も同様の運用
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注）鹿児島市 工程表等への記載のほか、監督員への連絡でもよいです。



本市も同様の運用

本市も同様の運用
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収集運搬車の両側面の表示が分かるように写真を撮りましょう



本市も同様の運用

本市も同様の運用
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問い合わせ先
鹿児島市建設局建築部
□建築課

ＴＥＬ：０９９－２１６ー１４１８
E-mail：kenchiku-k1@city.kagoshima.lg.jp

□設備課
ＴＥＬ：０９９－２１６－１４２１
E-mail:setubi-kikaid1@city.Kagoshima.lg.jp

□住宅課
TEL：０９９－２１６－１３６４
E-mail:juta-kensetu@city.kagoshima.lg.jp

本市も同様の運用
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